
大学院受講支援要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市を取り巻く社会経済環境の変化、複雑かつ多様化する行政ニーズに的

確に対応した施策を推進しうる職員の計画的な育成に向け、大学院における課程を受講するこ

とを支援（以下「受講支援」という。）するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（支援対象） 

第２条 この要綱で支援の対象とする者は、水道局職員及び教育委員会所管の学校教職員（以下

「水道局職員等」という。）を除く本市職員（公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平

成 13年大阪市条例第 79号）第 10条に規定する退職派遣者（以下「退職派遣者」という。）を

含み、水道局職員等から退職派遣者となった者を除く。）のうち、事務職員、技術職員又は福

祉職員であり、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 

(1) 行政職給料表４級在級の者 

(2) 行政職給料表３級在級の者 

(3) 行政職給料表２級在級４年以上の者 

２ 対象とする大学院における課程（以下「対象課程」という。）は、総務局長が別に定める。 

 

（受講支援の内容） 

第３条 受講支援は、予算の定めるところにより、受講に係る次の各号に定める費用について、

総務局が負担する。 

(1) 受験料 

(2) 入学料 

(3) 対象課程の第１年次に係る授業料 

(4) 対象課程の第２年次に係る授業料 

２ 前項の規定に基づき総務局が負担する費用（以下「支援金」という。）の額は、返還を要し

ない奨学金その他これに類する給付（以下「奨学金等」という。）を受けている場合にあって

は、前項各号に掲げる費用の額から当該奨学金等の額を減じて得た額とする。ただし、その額

に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

 

（受講支援の期間） 

第４条 受講支援の期間は、通算２年以内とする。ただし、対象課程が１年制修士課程の場合に

あっては１年以内とする。 

 

（支援対象者の募集及び応募要件） 

第５条 総務局長は、毎年、翌年度に対象課程に入学を希望する職員を募集することができる。 

２ 前項の規定による募集に応じることができる職員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該

当する者のうち総務局長が別に定める。 



(1) 対象課程の受験資格を有すること。 

(2) 対象課程において研究しようとする課題、研究の目的及び内容並びに受講による成果の市

政への活用について、適切かつ明確な構想を有すること。 

(3) 対象課程の修了後においても引き続き職員として勤務し、将来、管理職員として市政に携

わる意思を有すること。 

(4) この要綱に基づく支援金を過去に受給していないこと。 

 

（支援に係る手続等） 

第６条 第３条にかかる支援を希望する者（以下「申込者」という。）は、大学院受講支援申込

書（様式第１号）及び研究計画書（様式第２号）により、所属長（大阪市市長直轄組織設置条

例（平成 24年大阪市条例第 12号）第１条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例（昭和 38

年大阪市条例第 31号）第１条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、教育次

長、行政委員会事務局長、市会事務局長、中央卸売市場長及び区長をいう。以下同じ。）の推

薦を得て、総務局長に提出するものとする。 

２ 所属長は、申込者が前条に掲げる要件を満たすとともに、公務の運営に支障がなく、受講支

援の対象者（以下「支援対象者」という。）に適すると認める場合は、申込みを承認し、前項

の規定により提出された書類に推薦書（様式第３号）を添えて、総務局長に提出しなければな

らない。 

 

（選考の実施） 

第７条 総務局長は、申込者に対し書類審査及び面接審査を行い、次の各号に掲げる基準に基づ

いて当該審査の結果を総合的に判断し、支援対象者を決定する。 

(1) 勤務実績が良好であること 

(2) 高い受講意欲を有すること 

(3) 受講の成果が、市政の推進に資すること 

２ 前項の面接審査については、総務局職員その他必要に応じて研究課題に関係する職員が行

う。 

３ 総務局長は、選考の結果について、所属長を経由して申込者に通知する。 

 

（支援対象者の出願手続等） 

第８条 申込者は、支援対象者に決定されたときは、自らの責任において、対象課程への出願手

続等を行うものとする。 

２ 支援対象者は、対象課程の入学試験の結果の通知を受けたときは、その結果の如何に関わら

ず、所属長を経由して、当該通知の写しを総務局長に提出するものとする。 

３ 前項の場合において、結果が合格であったときは、出願にあたり対象課程の定めるところに

より提出した研究の課題、内容等を記載した書類の写しを、併せて提出しなければならない。 

 

（支援対象者の決定の効果） 

第９条 前条第２項の結果が不合格であった場合及び対象課程に入学しなかった場合は、第７条

第１項の規定による支援対象者の決定の効果は消滅する。 



２ 受講支援期間中に、人事異動により第２条第１項に定める対象職員に該当しなくなった場合

は、当該受講支援期間満了まで支援対象者の決定の効果は存続する。 

 

（支援対象者の責務） 

第 10条 支援対象者は、この要綱の規定等を遵守し、大学院受講が職務の遂行に支障を及ぼす

ことのないよう努めなければならない。 

２ 支援対象者は、第１条に掲げる目的を常に意識して、自らの能力開発に努めるとともに、受

講の成果を最大限に市政に還元するよう努めるものとする。 

３ 支援対象者は、所属長、主管課長等又は総務局長から受講の状況等について報告を求められ

た場合又は受講の効果検証を行うために必要となる書類の提出を求められた場合は、これに応

じなければならない。 

 

（所属長等の責務） 

第 11条 所属長及び主管課長等は、支援対象者及びその他の職員が円滑に業務を遂行できるよ

う努め、受講の状況及び支援対象者に関する情報等を適切に把握しなければならない。 

 

（入学辞退等の届出） 

第 12条 支援対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学辞退等届出書（様式第４

号）を直ちに所属長を経由して、総務局長に提出するものとする。 

(1) 対象課程への入学を辞退したとき 

(2) 対象課程を退学したとき 

(3) 対象課程への入学後、第４条に規定する期間内に対象課程を修了する見込みがないことが

明らかになったとき 

 

（学業成績等の報告） 

第 13条 支援対象者は、総務局長の求めに応じ、対象課程における学業成績及び出席状況等を

報告しなければならない。 

 

（修了の報告） 

第 14条 支援対象者は、対象課程の入学後、第４条に規定する期間内に対象課程を修了したと

きは、修了報告書（様式第５号）を直ちに所属長を経由して、総務局長に提出するものとす

る。 

 

（支援対象者の決定の取消し） 

第 15条 総務局長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第７条第

１項の規定による決定を取り消し、所属長を経由して、支援対象者に通知する。 

(1) 第 12条第１項第２号及び第３号の規定による届出があったとき 

(2) 対象課程の修了までに離職したとき 

(3) この要綱等及び受講支援に関する定めに違反するなど、受講支援を継続することが適当で

ないと認めるとき 



 

（支援金の交付決定） 

第 16条 支援対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、受講支援金交付申請書（様式

第６号）に奨学金等受給状況報告書（様式第７号）を添付し、所属長を経由して、総務局長に

申請しなければならない。 

２ 総務局長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、交付の決定

を行い、所属長を経由して、その旨を当該支援対象者に通知する。 

 

（支援金の交付） 

第 17条 前条第２項の規定による通知を受けた支援対象者が支援金の交付の請求を行うとき

は、所属長を経由して受講支援金交付請求書（様式第８号）を、総務局長に提出しなければな

らない。 

２ 総務局長は、前項の請求を受けたときは、速やかに支援金を交付する。 

 

（支援金の交付決定の取り消し） 

第 18条 総務局長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第 16条第２項の規

定による支援金の交付の決定を取り消すものとし、所属長を通じて受講支援金交付決定取消通

知書（様式第９号）により、当該支援金交付決定者に通知する。ただし、病気、災害その他や

むを得ない事由がある場合は、この限りでない。 

(1) 前条第２項の支援金の交付を受けた場合であって、第 15条第１項第１号から第３号まで

のいずれかに該当するとき 

(2) 対象課程への入学後、第４条に規定する期間内に対象課程を修了しなかったとき 

(3) 対象課程への入学後、第４条に規定する期間内に対象課程を修了した場合であって、修了

した月の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が５年に達するまでの間に離職した

とき 

 

（支援金の返還） 

第 19条 前条第１項の規定により支援金の交付の決定を取り消された職員が、既に支援金を交

付されている場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を返還しな

ければならない。 

(1) 前条第１項第１号又は第２号に該当する場合 支援金として本市が交付した支援金の総額

に相当する金額 

(2) 前条第１項第３号に該当する場合 本市が交付した支援金の総額に相当する金額に、対象

課程を修了した月の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて

100分の 100から一定の割合で逓減するように次項に定める率を乗じて得た金額 

２ 前項第２号に定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を

60で除して得た率とする。 

３ 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。 

(1) 月により期間を計算する場合は、民法（明治 29年法律第 89号）第 143条に定めるところ

による。 



(2) １月に満たない期間が２以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期

間の計算については、30日をもって１月とする。 

４ 前条第１項の規定により取り消しを実施した場合、取消通知の日から 30日以内にその返還

を求めるものとする。 

５ 前項の規定する返還に伴う加算金及び延滞金については、大阪市補助金等交付規則（平成

18年大阪市規則第７号）第 19条の規定に準ずるものとする。 

６ 第 17条第２項の規定による支援金の交付があった以降に、奨学金等の受給が決定した場合

においては、その受給内容がわかる書類を、所属長を経由して速やかに総務局長に提出し、奨

学金等のうち支援金に相当する金額を返還しなければならない。 

 

（その他） 

第 20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、総務局長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29年 12月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年 10月 26日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年 10月 29日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年 11月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年 10月 20日から施行する。

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

総務局長様 

 

大学院受講支援申込書 

 

大学院受講支援要綱第６条第１項の規定により、次のとおり申し込みます。なお、支援を受け

るに当たっては、同要綱の規定を遵守します。 

 

記 

１ 申 込 者 

所 属  部署名・補職  

フリガナ  職種・職務の級 職・  級 

氏 名  職員番号  

生年月日 年  月  日 年 齢 歳 

最終学歴 （    年  月卒業） 

採用年月日 年  月  日 在職期間 年  月 

職務経験 

（現職から） 

所属名・補職 主な担当業務 在職年数 

①   年 月 

②   年 月 

③   年 月 

④   年 月 

⑤   年 月 

その他 

※特記事項があればご記入ください。 

（注）① 年齢及び在職期間は、当該前年度末におけるものを記入すること 

② 最終学歴は、学校名、学部名、学科名まで記入すること 

 

２ 対象課程 

大学院名 大学大学院 

専 攻  

入学予定 

年 月 
年   月 

修了予定 

年 月 
年   月 

  



様式第２号（第６条関係） 

研究計画書 

 

 

  

所 属  部署名・補職  

フリガナ  職種・職務の級 職・  級 

氏 名  連 絡 先  

研究課題  

課題設定の 

背景及び理由 

並びに研究の 

目的 

※具体的に 

記入すること 

 

研究計画 

別紙のとおり 

※研究の内容、対象課程における学習計画及び研究成果の活用方法について 

具体的に記入すること（Ａ４サイズの用紙１枚程度の分量とし、様式は問わない。） 



様式第３号（第６条関係） 

年  月  日 

 

総務局長様 

所属長名 

 

推薦書 

 

次の職員の申込みを承認し、大学院受講支援の対象者として推薦します。 

 

記 

 

所 属  部署名・補職  

推薦する 

職員の氏名 
 職種・職務の級 職・  級 

 

推薦理由 

１．担当業務等（現在の担当業務と勤務状況） 

２．推薦理由等（推薦する理由を所属長として具体的に記述してください。） 

  



様式第４号（第 12条関係） 

年  月  日 

 

総務局長様 

 

所属長名 

 

入学辞退等届出書 

 

 

大学院受講支援要綱第12条の規定により、次のとおり届け出ます。 

記 

所 属  部署名・補職  

氏 名  連 絡 先  

大学院名 大学大学院 

専攻課程  

届出事項 

番号 ①要綱第12条第１号に該当 

②要綱第12条第２号に該当 

③要綱第12条第３号に該当 

入学年月 

（予定） 
年  月 

退学日 

（予定） 
年  月  日 

理 由 

※ 具体的に記入すること。 

 

  



様式第５号（第14条関係） 

年  月  日 

 

総務局長様 

 

所属長名 

 

修了報告書 

 

大学院受講支援要綱第14条の規定により、次のとおり報告します。 

記 

所 属  部署名・補職  

氏 名  連 絡 先  

大学院名 大学大学院 

専攻課程  入学年月日 年  月  日 

研究課題  

受講成果 

別紙のとおり 

※受講の成果（習得した知識・能力等）及びその活用方法について、具体的に記入す

ること。（Ａ４サイズの用紙１枚程度の分量とし、様式は問わない。） 

所感・評価 

※受講についての感想、対象課程のカリキュラムに対する評価等について記入すること。 

 

所属長 

所感 

※今後への期待等について、所属長が記入してください。 

 

※ 次の書類を添付すること 

①修了を証する書類（修了証の写し等） 

②単位の修得状況を証する書類（成績証明書等） 

③学位論文の写し（修了要件に学位論文の作成が必須となっていない場合においては、その

他総務局長が必要とする書類）  



様式第６号（第 16条関係） 

年  月  日 

 

総務局長様 

 

所属長名 

 

受講支援金交付申請書（第 回） 

 

大学院受講支援要綱（以下「要綱」という。）第16条第１項の規定により、次のとおり要綱第

３条第１項第  号に係る支援金の交付を申請します。 

 

記 

１ 受 講 者 

所 属  部署名・補職  

氏 名  連 絡 先  

 

２ 対象課程 

大学院名 大学大学院 

専攻課程  

入学年月 年  月 
修了年月 

（予定） 
年  月 

 

３ 申請金額 

① 支援金の対象となる費用の合計額 円 

② 受給した奨学金等のうち支援金に相当する金額 円 

申請額（①－②） 円 

○ 添付書類 

（１）入学を証する書類（「入学料」に係る申請の場合に限る。） 

（２）対象費用の金額を証する書類（納付書等） 

（３）その他総務局長が必要と認める書類  



様式第７号（第 16条関係） 

（様式第６号 添付資料） 

年  月  日 

 

 

奨学金等受給状況報告書 

 

１ 受 講 者 

所 属  部署名・補職  

氏 名  連 絡 先  

 

２ 受給の有無（該当する方へ○を記入してください。） 

有  無  

※奨学金等を申請中又は申請する予定がある場合は、「無」に〇を記載し、３受給内容の 

「その他」欄にその旨を必ず記載すること。 

 

３ 受給内容 ※返還を要しないものに限る。 

奨学金名  

受給期間 受給開始   年  月  日～受給終了(予定)   年  月  日 

受給金額 

月 額 円 

年 額 円 

各半期額 円 

そ の 他  

その他 

※特記すべき事項があればご記入ください。 

※ 複数の奨学金等を受給している場合は、個別に記載すること 

※ 受給内容が確認できる書類を添付すること  



様式第８号（第 17条関係） 

年  月  日 

 

総務局長様 

所属長名 

 

受講支援金交付請求書（第 回） 

 

 

大学院受講支援要綱（以下「要綱」という。）第16条第２項の規定による、  年  月  

日付総務職第  号の決定に基づき、要綱第17条第１項の規定により次のとおり請求します。 

 

記 

１ 受 講 者 

所 属  部署名・補職  

氏 名  連 絡 先  

 

２．対象課程 

大学院名 大学大学院 

専 攻  

入学年月 年  月 
修了年月 

（予定） 
年  月 

 

３．請 求 者 

氏 名  

 

４．振込先及び金額 

銀 行 名  支店名  

預金種別  口座番号  

口座名義人  

金 額 円 

振込期限 
※期限がある場合はご記入ください。 

  年  月  日 

  



様式第９号（第 18条関係） 

  年  月  日 

 

所属長様 

 

総務局長 

 

受講支援金交付決定取消通知書 

 

大学院受講支援要綱（以下「要綱」という。）第18条第１項の規定により、次のとおり通知し

ます。 

 

１ 該 当 者 

所 属  部署名・補職  

氏 名  連 絡 先  

 

 

２ 取消内容 

大学院名 大学大学院 

専 攻  

取消事由 

 要綱第18条第１項第１号に該当 

 要綱第18条第１項第２号に該当 

 要綱第18条第１項第３号に該当 

入学（予定）年月日 年  月  日 退学年月日※ 年  月  日 

返還対象額 円 返還期限 年  月  日 

※該当する場合のみ記載 


